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１．基本的な方向性 

１）都市計画における方針転換 

駅を中心とした 歩いて暮らせるまちづくり 

立地適正化計画の上位計画である武蔵村山市第二次まちづくり基本方針（都市計画マス

タープラン）は令和５年３月に策定されました。 

新青梅街道の拡幅や榎地区における都市核土地区画整理事業、都営村山団地の建替えな

どの大規模な事業が進むほか、多摩都市モノレール延伸が実現に向けて動き出すなど、武

蔵村山市の都市構造が大きく変化する時期となります。 

これを踏まえ、従来の「車中心のライフスタイル」から「駅を中心とした 歩いて暮ら

せるまちづくり」へと転換を図り、持続可能なまちづくりを目指すこととしています。 

立地適正化計画は、「駅を中心とした 歩いて暮らせるまちづくり」を推進するためのも

のであり、第二次まちづくり基本方針の将来像や重点テーマを具体化していきます。 

 

 

２）第二次まちづくり基本方針（都市計画マスタープラン） 

第二次まちづくり基本方針では、「人と人、まちとまちをつなぐ みどり豊かな活力ある

まち」という将来像を掲げています。その実現に向けて、次の３つの重点テーマと６つの

方向性でまちづくりを進めることを示しています。 
 

 

  

資料１ 
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３）まちづくりの方針 

第二次まちづくり基本方針に位置づけられた３つの重点テーマと６つの方向性を踏まえ、

モノレール延伸に伴う人口増加への対応や駅周辺の拠点形成などの将来的な課題に備える

とともに、土地利用や交通ネットワーク、公共施設、浸水被害等に関する現状の課題の解

消を図ることを視野に入れ、次のようにまちづくりの方針を定めます。 

駅を中心として拠点を形成し、多様なライフスタイルに対応した 

歩いて暮らせるまちとして、選ばれる都市をつくる 
 

この方針に沿って、次の施策・誘導方針に基づいて都市機能・居住・交通の各分野の施

策を推進し、第二次まちづくり基本方針に示す将来都市構造の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

第二次まちづくり基本方針 

現状の主な課題 

●低未利用地の有効活用 

●公共交通の利便性向上 

●公共施設の維持管理費の低減 

●浸水被害の抑制、土砂災害の回避 

●狭あいな道路の改善 

モノレール延伸後に想定される課題 

●人口増加の受け皿となる住宅整備 

●拡散した住宅開発の回避 

●モノレール駅を中心とした拠点づくり 

●駅を核とした公共交通ネットワークの形成 

 

立地適正化計画 

まちづくりの方針 

駅を中心として拠点を形成し、多様なライフスタイルに対応した 

歩いて暮らせるまちとして、選ばれる都市をつくる 

１．駅を中心とした賑わいと活力の創出 

２．駅周辺での都市型住宅の整備促進・市全域での課題解消と住環境の向上 

３．駅を核とした市内での移動利便性の向上 

４．安全に暮らすことのできる都市づくり 

施
策
・
誘
導
方
針 
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４）目指すべき都市の骨格構造 

これら施策・誘導方針に基づいて施策を推進することで、第二次まちづくり基本方針で

示した将来都市構造の実現を目指します。 

 
               将来都市構造（第二次まちづくり基本方針より） 

 

 
               核やゾーンをつなぐまちづくり（第二次まちづくり基本方針より）
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５）将来都市イメージ 

都市核を中心としたモノレール駅の拠点性が高まり、駅周辺や新青梅

街道沿いに都市型住宅や商業・業務機能、公共施設等が集約され、市内

外から人が集い、交流が生まれます。 

それとともに、駅から距離がある周辺地域において、現在立地してい

る低層住宅を生かし、よりよい住宅環境が形成されることで、都市軸に

おける市街地形成の波及効果もあわせて、自分のライフスタイルに合っ

た居住地を選び、暮らす人たちが増えていきます。 

その結果、市内全域で一定の人口密度が保たれることで商業や福祉な

どの生活機能が維持され、自宅周辺での生活利便性が高まっていきます。

それら居住地が公共交通で駅と結ばれることにより、「駅を中心とした 

歩いて暮らせるまち」が形成されていきます。 

公共交通の充実により生活利便性を一層高めることで、より多くの人

に選ばれ、市内における人口増加を図り、持続可能なまちづくりを図っ

ていきます。 

このように、賑わい・活気の創出、都市基盤の整備、住環境の向上を

図るまちづくりを推進することで、市民のQOLや都市の魅力が高まり、人

口が増加し、結果的に産業の活性化並びに財政の健全化が図られます。

この好循環により、「駅を中心とした 歩いて暮らせるまち」を実現し、

都市の持続可能性が高まります。 

 

 

持続可能なまちづくりのイメージ 

 

 

 

賑わい・活気の創出

都市基盤の整備

住環境の向上

市民のQOL向上

都市の魅力向上

人口増加

産業の活性化

財政の健全化

駅を中心とした 

歩いて暮らせるまち 

 

都市の持続可能性 

＝
 

ゾーンの骨格構造（第二次まちづくり基本方針）と各ゾーンの将来イメージ 

住宅系市街地ゾーン 

沿道市街地ゾーン 

中心市街地ゾーン 

複合市街地ゾーン 

自然景観形成ゾーン 

中心市街地ゾーン・沿道市街地ゾーン 

駅周辺や新青梅街道沿道には路面店を有

する中層集合住宅や都市機能が立地し、

多くの市民が暮らし、市内外からも人が

訪れ、にぎわいと活力が生まれる。 

自然景観保全ゾーン 

丘陵部や市南部のまとまった空地は、住

宅近くで豊かな自然に触れ、レクリエー

ションを楽しむエリアとして、市内外か

ら多くの人でにぎわう。 

住宅市街地ゾーン（新青梅街道以北） 

農地の保全・活用を図ることで農住共存

の低層戸建て住宅地が形成され、ゆとり

ある暮らしを望む人が住まう。 

住宅市街地ゾーン（幹線道路沿道） 

中低層集合住宅と商業・福祉などの生活

機能が立地し、周辺の住宅市街地ゾーン

の利便性を支える。 

住宅市街地ゾーン（新青梅街道南部） 

現在の住宅市街地が将来にも継承されつ

つ安全性が向上し、戸建て住宅や低層集

合住宅で人々が便利で安心して暮らす。 

複合市街地ゾーン 

住宅は立地しているものの過度な住宅開

発は制限され、適切な生産環境のなかで

工場が集積する生産拠点となる。 
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２．居住誘導区域 

１）居住誘導区域とは 

都市の利便性を支える生活サービスを維持するには一定程度の人口密度が必要とされて

います。それを踏まえ、立地適正化計画では、生活サービスの維持を図るために中長期的

に人口密度を維持しようとする地区を居住誘導区域に定めることとされています。 

都市計画運用指針(第 12 版)では、「居住誘導区域に定めることが考えられる区域」につ

いて以下の内容が示されています。 

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 

イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることがで

き、都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

ウ 合併前の旧市町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

 

 

２）区域設定の考え方 

本市では概ね 40人/ha以上の人口密度を保っており、また多摩都市モノレールの延伸に

伴う人口増加が見込まれるなか、市域全体の生活利便性を維持・向上していくため、市街

化区域全域を居住誘導区域に含めることを基本とします。 

ただし、都市計画運用指針で示された「居住誘導区域に含まないこととされている区域」

等の要検討区域については次のとおり整理します。 

分類 区域 方針 

居住誘導区域に

含まないことと

されている区域 

● 都市計画法に規定する市街化調整区域 

●居住誘導区域から除外する。 

● 土砂災害特別警戒区域 

居住を誘導する

ことが適当では

ないと判断され

る場合は、原則

として、居住誘

導区域に含まな

いこととすべき

区域 

● 土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法律に規定する

土砂災害警戒区域 

●災害リスクが高いと判断したた

め、居住誘導区域から除外する。 

● 水防法に規定する浸水想定区域 

●市街化されていることから、ハー

ド・ソフト両面での対策を講じる

こととしつつ、居住誘導区域に含

める。 

慎重に判断を行

うことが望まし

い区域 

● 工業系用途地域が定められたものの工

場の移転により空地化が進展している区

域であって、引き続き居住の誘導を図る

べきではないと市町村が判断する区域 

●村山工場跡地内南側については、

地区計画で定められた土地利用の

基本方針等に基づき、居住誘導区

域から除外する。 



6 

３）居住誘導区域 

居住誘導区域は下図のとおり設定します。 

※土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域は前述のとおり除外します。 

 
居住誘導区域（案）  
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４）各地における施策イメージ 

居住誘導区域における居住誘導は大きく２つの方向性から構成されます。 

ひとつは、第二次まちづくり基本方針の土地利用の方針図に定める多摩都市モノレール新

駅周辺と新青梅街道沿道地区において都市型住宅を中心に積極的に誘導していく方向性です。

都市機能を誘導する上でも人口が集積していることが必要であることから、都市機能の誘導

と人口集積を補い合うかたちで推進していきます。 

もうひとつの方向性はその他エリアに対するもので、土地利用の方針におけるエリア設定

や地域特性を踏まえ、居住する上での課題を解消しながら居住環境の質を向上させていきま

す。市域全体で一定の人口密度を確保することで商業や福祉、医療などの生活機能の維持お

よび新規立地の促進を図り、どのエリアでも暮らしやすさを担保します。 
 

エリア 将来イメージ 居住誘導の考え方 

中心市街地ゾーン 

沿道市街地ゾーン 

 

都市型住宅の積極誘導 

・人口増加を受け止めるとともに、都市機能

誘導を促すことも目的とし、１階にテナン

トを有する中層の都市型住宅を誘導する。 

住宅市街地ゾーン ■幹線道路沿道 

 

都市型住宅の緩やかな誘導 

・中低層の都市型住宅や戸建て住宅を緩やか

に誘導する。 

・周辺の住宅市街地ゾーンの居住の維持・誘

導を図ることで、沿道に生活機能の立地を

促す。 

 ■新青梅街道以北 

 

農住共存の低層戸建て住宅の維持 

・現状の低層戸建て住宅地を維持しながら、

農地を保全することで付加価値を付与し、

選ばれる住宅地とする。 

・狭あい道路の解消による安全・安心の向上

にも取り組む。 

 ■新青梅街道以南 

 

利便性の高い戸建て住宅地の維持 

・現状の低層戸建て住宅地を維持しながら、

狭あい道路の解消により、利便性が高く安

全・安心な生活環境を形成する。 

複合市街地ゾーン 

 

生産環境の向上と住環境の維持による工住共存 

・今後も工場が支障なく操業されるよう、必

要な兼用住宅や社員寮等を誘導しつつ、同

時に住環境への環境負荷も軽減するための

都市計画方策の適用を検討する。 

・沿道における生活機能が維持される上で適

切な居住の誘導を図り、利便性を維持す

る。 

各エリアの将来イメージと居住誘導の考え方（案） 


